
講 師 紹 介 
 

２００２年 明治大学卒業 
 

２００７年 司法研修所入所、大阪地方裁判所配属 
 

２０１５年 さいたま市浦和区に樟葉法律事務所を設立 
 

２０１６年 さいたま市行政不服審査専門員（非常勤特別職）就任 
 

埼玉弁護士会所属 

平成 29年 3月 26日に実施した講座と同内容です。 

中央図書館開館 10周年記念 講座 

日 時    平成 29 年 11 月 25 日（土） 

午後 2時から午後 3時 30分まで 
 

場 所  さいたま市立中央図書館 イベントルーム 

講 師  三輪
み わ

貴
たか

幸
ゆき

氏（弁護士） 

対 象  さいたま市在住の 15歳以上の方 

定 員  ５0名（先着順） 

申し込み １１月８日（水）午前９時から 

     中央図書館へ、電話にてお申し込みください。 
ファックスでも申し込みを受け付けます。〔講座名、氏名、お住まいの区名、連絡先、 

手話通訳が必要かどうか〕を書いて送信してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 お問い合わせ・お申し込み先  

 さいたま市立中央図書館 ＴＥＬ ０４８-８７１-２１００ 
Ｆ Ａ Ｘ   ０ ４ ８ - ８ ８ ４ - ５ ５ ０ ０ 

遺産を大切な人にきちんと遺したい   

家族・親族が争わないためには 

相続が発生したとき何をすればいい？ 

遺言書の書き方のポイントは？ ・・・ 
 

遺産相続に関する基礎知識を、 

弁護士がわかりやすくお話しします！ 
（個別の相談はお受けできません。） 

 

 

無料 

（途中休憩を挟みます） 

失敗しない 

コツを 

弁護士が伝授 
 

手話通訳付き 
（さいたま市社会福祉協議会） 

 


